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事 務 連 絡

平成29年５月26日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課 ( 部 )

厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その11）

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成28年厚生労働省告示第52号）等につい

ては、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成28年３

月４日保医発0304第３号）等により、平成28年４月１日より実施することとしていると

ころであるが、今般、その取扱いに係る疑義照会資料を別添１から別添３のとおり取り

まとめたので、参考までに送付いたします。



医科 - 2

【一般名処方加算】

（問３）区分番号「Ｆ４００」処方せん料の注７に規定する一般名処方加算につい

て、一般的名称で処方薬が記載された処方せんに、医療安全の観点から類似

性等による薬の取り違えを防ぐ目的の参考情報として、一般的名称に先発品

又は後発品の銘柄名を併記する場合は、当該加算は算定可能か。

（答）算定可能である。

一般名処方加算は、一般的名称による処方せんを交付した場合に限り算定でき

るものであり、医師が個別の銘柄にこだわらずに処方を行っていることを評価し

た点数である。したがって、この場合に併記される銘柄名は、処方薬に係る参考

情報であることから、個別銘柄の指定と誤解されることのないよう、備考欄など

に記載することが望ましい。

（参考）

この疑義解釈については、薬剤名の一般的名称を基本とした販売名の類似性に起因する

薬剤取り違え防止のための対応が課題とされた「平成27年度厚生労働科学研究内服薬処

方せんの記載方法標準化の普及状況に関する研究」を踏まえ、その対応策の一つとして、

類似性等による取り違えリスクが特に懸念される名称のものについては、先発品の使用

が誘引されることがない範囲で、先発品や代表的な後発品の製品名等を参考的に付記す

る等の工夫が有効と考えられることを示した平成29年５月26日付け厚生労働省事務連絡

「平成27年度厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「内服薬処

方せんの記載方法標準化の普及状況に関する研究」結果の概要について（情報提供）」

において医療機関等へ周知されることになったことに合わせて、個別の銘柄へのこだわ

りではなく医療安全の観点での銘柄名の併記による、一般名処方加算についての取り扱

いを明確にしたものである。

【通院・在宅精神療法】

（問４）区分番号「Ｉ００２」通院・在宅精神療法については、注６により、１回

の処方において３種類以上の抗うつ薬又は３種類以上の抗精神病薬を投与し

た場合であって以下の１つでも満たさない場合は、所定点数の100分の50に

相当する点数により算定するとされている。

＜要件＞

１ 当該保険医療機関における３種類以上の抗うつ薬及び３種類以上の抗精神病

薬の投与の頻度が低いこと。

２ 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。

３ 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないもので

あること。

また、上記要件の「３ 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等
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